
中

世

の

杜

頭

聖

に

つ

い

て

i

近
江

の
神
瓧

資

料

に
よ

る
ー
l
I

伊

藤

唯

眞

一

は
し
が
き

二

瓧
頭
聖
の
呼
稱
例

三

肚
頭
聖
の
經
濟
基
盤

四

祗
頭
聖
の
宗
教
活
動

五

近
世
で
の
殘
留
形
態

一

中
世

の
禪
瓧
で
は
、
名
も
な
き
村
落
の
小
祗
の
場
合
で
も
、
大
抵
そ
の
社
域
に
小
佛
堂
、
道
場
、
庵
室
な
ど
が
あ
り
、
こ
こ
に
聖
が

居

て
肚
頭
の
佛
事
を
行
な
う
こ
と
が
普
通
で
あ
つ
た
。
現
今
、
宮
庵
室
や
宮
聖
の
存
在
を
傳
え
る
祚
祗
資
料
が
數
多
く
遺
さ
れ
て
い
る

の
は
そ
の
爲
で
あ
る
。

紳
杜
に
お
け
る
こ
れ
ら
宮
庵
室
や
宮
聖
の
存
在
は
か
な
り
重
要
で
あ
つ
た
。
た
と
え
ば
近
江
の
場
合
近
世
に
お

い
て
毛
、
宮
座
の
シ

申
世
の
祗
頭
聖
に
つ
い
て

八
三



八
四

ユ
ー
・
シ
は
概
ね

一
種

の
本
地
堂
的
性
質
を
有
す
る
觀
音
堂
、
阿
彌
陀
堂
、
藥
師
堂
や
ま
た
は
如
法
經
道
場
な
ど
に
お
け
る
行
事
で
あ
つ

C
　
　

た
ら
し
い
。
ま
た
祭
禮
、
祗
殿
の
造
立
、
移
築
等

の
勸
進
は
宮
聖
で
あ
つ
て
、
紳
主
、
オ
ト
ナ
衆
と
並
ん
で
事
業

の
完
遂
に
重
要
な
役

割

を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
紳
祗
に
お
け
る
佛
堂
、
庵
室
や
聖
、
聖
人
に
つ
い
て
は
從
來
淋
瓧
研
究

の
立
場
か
ら
も
、
ま
た
佛
教
史
の
側

か
ら
も
あ
ま
り
取
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
點
に
觸
れ
な
け
れ
ぼ
中
世
の
村
落
に
お
け
る
祚
肚
の
實
態
、

ひ

い
て
ほ
紳
瓧
と
佛
敏
と
の
接
觸
の
樣
相
が
明
か
せ
な

い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
宮
庵
室
や
宮
聖
は
祚
杜
組
織
の
重
要
な
要
素
で
あ

つ

た

か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
村
落
に
か
け
る
祚
杜
と
佛
教
の

一
つ
の
接
點
が
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
以
下
主
と
し
て
近
江
の
場
合
を
取
上
げ
、
申
世
室
町
期
に
お
け
る
杜
頭
の
聖
の
性
格
、
機
能
な
ど
を
考
察
し
て

み
た
い
と
思
う
。

二

ま
ず
神
秕
資
料
に
よ
つ
て
、

こ
の
種

の
聖
が
ど
の
よ
う
に
呼
ぼ
れ
て
い
た
か
を
み
る
と
、

「宮

の
聖
」

「瓧
頭
聖
」

「宮
聖
」
三
瓧

聖
な
ど
と
稱
さ
れ
て
い
る
。
多
く
は
單
に
時
之
聖
、
其
時
聖
、
當
聖
な
ど
と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
瓧
頭
聖
、
宮
聖
と
呼
稱

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

八
幡
紳
祗

(蒲
生
郡
龍
王
町
須
恵
)

貞
治

二
年
十

一
月

二
日
付
文
書
-

宮

の
聖

大
寶
祚
肚

(栗
太
郡
栗
東
町
綣
)

明
應

二
年
九
月
二
十
五
日
書
寫
文
書
-

瓧
頭
聖

國
中
禪
瓧

(甲
賀
郡
水
口
町
植
)

應
仁
元
年
七
月

一
日
付
文
書
-

三
杜
聖

(但
し
三
瓧
と
は
下
宮
、
中
宮
、
上
宮
)



上
津
祚
肚

(大
津
市
田
上
太
子
町
)

明
應
六
年
十

一
月
棟
札
銘
文
i

祗
頭
聖

眞
氣
神
杜

(蒲
生
郡
龍
王
町
小
口
)

永
正
十
三
年
五
月
棟
札
銘
文
-

杜
頭
聖

豊
滿
神
肚

(愛
知
郡
愛
知
川
町
豊
滿
)

天
文
二
十
四
年
四
月
十
八
日
付
文
書
-

宮
聖

右
は
宮
の
聖
、
肚
頭
聖
な
ど
の
呼
稱
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
資
料
の
若
干
例
で
あ
る
。
同
樣
に
單
に
聖
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
鳳

明
ら
か
に
宮
聖
、
肚
頭
聖
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
も
の
の
例
を
少
し
く
擧
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

押
立
祚
肚

(愛
知
郡
湖
東
町
北
菩
提
寺
)

應
安
六
年
四
月
棟
札
銘
文

當
如
法
經
聖

白
鬚
神
杜

(栗
太
郡
栗
東
町
小
野
)

永
享
五
年
二
月
十
四
日
三
十
番
神
像
板
裏
書
-

時
之
聖

日
吉
祚
瓧

(八
日
市
市
中
野
町
)

寶
徳
三
年
十

一
月
六
日
付
文
書
i

-
當
聖

伊
砂
々
榊
杜

(草
津
市
澁
川
町
)

應
仁
二
年
十

一
月
棟
札
銘
文
i

其
時
聖

八
幡
紳
祗

(大
津
市
大
石
龍
門
町
)

天
文
九
年
十

一
月
棟
札
銘
文
-

時
聖

天
滿
天
神
肚

(近
江
八
幡
市
上
畠
町
)

大
永
八
年
三
月
祚
像
臺
座
銘
i

時
聖
人

而
し
て
こ
れ
ら
の
聖
は
特
別
に
そ
の
名
を
傳
え
て
い
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
名
が
殘
さ
れ
て
い
る
場
合
を
み
る
と
眞
徳

(栗
東

町
下
戸
山
、
五
百
井
紳
瓧
、
大
永
四
年
四
月
棟
札
銘
文
)
、
盛
賢

(前
掲
上
津
紳
祉
、
明
應
六
年
十

一
月
棟
札
銘
文
)、
行
員

(前
掲
日

吉
祚
杜
、

明
應
六
年
十
月
十
羅
刹
奉
加
帳
)
、

圓
乘
坊
賢
砧

(前
掲
伊
砂

々
禪
瓧
、

應
仁
二
年
十

一
月
棟
札
銘
文
)、
金
剛
佛
子
實
豪

(前
掲
押
立
祚
瓧
、
應
安
六
年
四
月
棟
札
銘
文
)
な
ど
の
如
く
當
然

の
事
な
が
ら
法
名
を
持

つ
て
い
る
が
、

「其
時
之
聖
ハ
上
砥
山
住

人
因
幡
」
(前
掲
白
鬚
禪
瓧
、
永
享
五
年
二
月
三
十
番
紳
像
板
裏
書
)
、
「
時
聖
人
荷
與
丁
二
位
公
昭
運
」

(前
掲
天
滿
天
禪
砒
、
大
永
八

年

三
月
榊
像
修
理
銘
文
)、

「宮
聖

式
部
卿
快
圓
」
(前
掲
豊
滿
紳
祗
、
天
文
二
十
四
年
四
月
瓧
藏
文
書
)
等
と
あ
る
如
く
在
地
の
富

申
世
の
瓧
頭
聖
に
つ
い
て

八
五



八
六

裕
な
農
民
と
思
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
大
體
そ
の
土
地
の
者
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

瓧
頭
聖
の
員
數
は
勿
論
そ
の
紳
就
の
規
模

に
比
例
し
て
い
る
。

つ
ま
り
宮
庵
室
等
の
數
が
多
け
れ
ぼ
そ
れ
だ
け
瓧
頭
聖
も
多
い
わ
け

　
　
　

で
あ
る
。
し
か
し
小
さ
な
紳
瓧
で
は

一
人
程
度
で
あ

つ
た
。

「兩
杜
聖
人
兩
人
」

(近
江
八
幡
市
島
町
、
大
島
奥
津
島
神
杜
)

「
三
社

聖
」

(前
掲
國
中
祚
祗
)
な
ど
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
大
寶
紳
瓧
に
は
、
嘉
吉

の
頃
か
ら
宮
庵
室
が
四
室
あ
り
、
肚
頭
聖
が

四
人
居
禁

ら
・
各
鑒

に

天

ず

っ
聖
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

近
江
八
幡
市
島
町
奥
島
の
若
宮
紳
社

(湧
出
紳
杜
)
に
は
、
應
永
年
間

「
湧
出
庵
室
」
が
あ
り
、
こ
の
庵
室
は

「
如
法
經
道
場
」
で
あ

り

藁

師
堂
L
で
あ
つ
醜

而
し
て
こ
の
堂
に
は
聖
が
置
か
れ
・
聖
田
・
聖
米
・
袈

經
料
篝

蘿

が
あ
つ
蔦

こ
れ
な
ど
は
典
型

的

な
宮
庵
室

・
宮
聖
で
あ
る
。
田
地
寄
進
状
な
ど
に
見
ら
れ
る

「
爲
二紳
明
法
樂
、
祗
頭
繁
昌

一云
云
」
と
い
う
文
句

は
、
瓧
頭

の
道
場
や

聖

の
存
在
を
考
え
る
時
き
わ
め
て
現
實
性
を
帯
び
た
も
の
に
な

つ
て
く
る
。

さ
て
こ
れ
ら
の
聖
は
、

「當
聖
」

「時

ノ
聖
」

「先
聖
」
と
云
わ
れ
る
如
く
、
現
任
中

の
聖
で
あ
つ
て
、

一
律

に
斷
ず
る
こ
と
は
で

き
な
い
け
れ
ど
も
、
大
體
に
お
い
て
、
任
期
又
は
員
數
等
に
お
い
て
制
約
が
あ
つ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
勿
論
近
世

の
一
年
交
替

の

年
番
紳
主
と
同
じ
で
あ
つ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

「時

ノ
紳
主
」
と
い
う
表
現
と
同
樣
な

「時
ノ
聖
」
と

い
う
云

い
方
は
、
期

間

の
長
短
は
別
と
し
て
、
元
來
互
い
に
交
替
し
て
宮
聖
に
な
る
と
い
う

一
種
の
輪
番
性
を
も
つ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
所
謂

別
當
僣
で
は
な
く
地
下
衆
が
宮
聖
に
な
る
紳
肚
に
お
い
て
は
、
こ
の
傾
向
が
張
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
甲
賀
郡
水
口
町

植

の
國
中
紳
祗

の
資
料
に
よ
れ
ば

「
十
七
講
衆
井
三
杜
聖
都
合
十
二
人
、
若
人
數
不
足
之
時
自
二密
乘
坊
一相
計
て可
二
加
請

一者
也
」

と
あ

つ
て
、
宮
聖
も
含
め
て
缺
員
が
あ
れ
ば
必
ら
ず
補
充
す
る
建
前
に
な

つ
て
い
た
。
ま
た
日
吉
紳
杜
文
書
に



も

め

ヤ

う

り

一
、
聖
之
間
夏
中
之
常
住
物
日
記

一
、
椀
半
具
折
敷

一
足
在
・之

若
此
内
分
失
之
時
者
當
聖
如
・元
可
二辨
進

一者
也
、
若
相
違
之

う

ヤ

リ

ヤ

う

ヤ

ヤ

も

時
者
請
人
之
可
レ爲
二
沙
汰
一者
也

(中
略
)

一
、
又
聖

の
か
わ
り
め
に
ひ
く

つ
五
き
ん
油
二
合
當
聖
之
手
.可
レ渡
者
也

右
所
定
如
レ

件
寶
徳
三
年
十

一
月
六
日

村
人
等
定
所
如
件
」

(傍
點
筆
者
)

と
い
う
の
が
あ

つ
て
、
聖
の
交
代
の
時

の
引
繼
を
嚴
重
に
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

こ
の
聖
な
ど
は
遊
行
僣

が
立
寄

つ
て
氣

の
お

も
む
く
ま
ま
に
掛
錫
す
る
と
い
う
態
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
村
落

の
中
か
ら
選
ぼ
れ
、
そ
の
村
落

の
組
織
體

の

一
部
を
な
し
て
い
る

と
云
つ
た
態
の
聖
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
文
面
か
ら
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

祚
宮
寺

の
僣
侶
が
瓧
信
と
し
て
杜
頭

の
法
樂
に
當
る
の
は
大
祚
杜

の
場
合
普
通
で
あ
る
が
、
室
町
時
代

の
、
し
か
も
村
々
の
祚
杜

の

瓧
頭
に
設
け
ら
れ
た
小
庵
室
や
道
場
な
ど
を
據
所
に
し
て
い
た
所
謂
肚
頭
聖
は
、
通
常
寺
院

の
教
團
組
織

の
系
列
下

に
も
位
置
し
な

い

よ
う
な
村
落
聖
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
有
名
な
大
島

・
奥
津
島
紳
瓧

の
神
宮
寺
は
阿
彌
陀
寺
で
、
こ

の
寺
は

一
山
の
衆
徒

も
多
電

常
行
堂
・
地
藏
堂
・
毘
沙
瞿

な
ど
も
整

つ
溺
募

の
大
寺
院
で
あ
つ
た
が
・
こ
れ
と
は
別
個
に
兩
翹

に
は
そ
れ
ぞ
れ
庵

　
　
　

　
　
　

室

が
あ
つ
て
紳
宮
寺
衆
徒
と
は
別

の

「兩
瓧
聖
人
」
が
お
か
れ
て
い
た
し
、
ま
た
馬
場
の
阿
彌
陀
堂
や
如
法
經
道
場
も
あ

つ
て
、
や
は

　
o

　

り
聖
が
關
與
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

次
に
こ
れ
ら
瓧
頭
聖
の
經
濟
面
を
考
え
て
み
よ
う
。
經
濟
的
基
盤
の
主
た
る
も
の
は
、
彼
等
が
置
か
れ
て
い
る
宮
庵
室
に
付
隨
し
た

田
畑
、
山
林
な
ど
で
あ
る
。
杜
有
寄
進
状
か
ら
こ
の
種
の
庵
室
等
に
田
畠
、
山
林
な
ど
を
寄
附
し
た
例
が
多
く
見
出

さ
れ
る
。

奥
島
の
湧
出
に
あ
る
若
宮
神
肚

(湧
出
神
肚
)
に
も
庵
室
が
あ
り
、
應
永
十
四
年
九
月
に
西
念
か
ら
田
地
三
十
三
歩
が
寄
附
せ
ら
れ

申
世
の
枇
頭
聖
に
つ
い
て

八
七
、



丶

丶

ノ

ノ

　
け
　

「毎
年
加
地
子
陸
斗
、
湧
出
庵
室
後
生
菩
提
」
の
た
め
に
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
も
寄
進
が
續
い
た
。
例
え
ぼ
應
永
三
十
二
年
十
月

　
ね
　

う

に
は
堯
勢
か
ら
菜
畠

一
畔
が

「
若
宮
庵
室
如
法
經
」
用
に
寄
進
さ
れ
た
。
ま
た
永
享
八
年
四
月
に
孫
四
郎
、
妙
道
、
妙
善
な
ど
か
ら
う

ち
は
き

一
所
が
寄
進
さ
れ
た
が
、
そ
の
寄
進
状
に
は

右
件
田
地
、
沙
汰
人
ま
ど
こ
ろ
之
は
い
領
下
地
也
、
雖
二別
儀
一御
若
宮
聖
田
寄
進
申
也
、
毎
年
三
升
ツ
ツ
聖
方

へ
計
可
レ申
者
也
(傍

點
筆
者
)

と
あ
つ
て
、
寄
進
さ
れ
た
聖
田
か
ら
毎
年
聖
米
が
聖
に
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
蒲
生
郡

(龍
王
町
の
加
茂
紳
瓧
に
關

す
る
文
書
、
即
ち
永
正
九
年
十

一
月
付

「
費
渡
申
作
職
之
事
」

(伊
藤
友
三
郎
氏
文
書
)
に
も

「作
徳
貳
斗
六
升
宮
之
聖
方
江
入
申
」

と
書
か
れ
て
い
る
。

聖
の
經
濟
生
活
を
支
え
る
直
接
的
な
も
の
は
聖
田
か
ら
の
得
分
で
あ
る
が
、
聖
田
の
耕
作
は
聖
以
外
の
作
人
が
行
な
つ
て
い
た
場
合

が
多
か
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
下
地
の
寄
進
者
が
作
人
職
を
保
有
し
て
、
聖
米
を
納

め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
寄
進
者
が
僣
侶
の
場

C
w
t

合

は
、

「於
二下
作
式
一僣
衆
村
人
可
二相
計
一慇
懃
之
人
仁
宛
行
」

と
あ
る
如
く
、
モ
ロ
ト
衆
な
ど
が
相
談
し
て
適
當
な
人
を
決
め
た
の

で
あ
る
。
や
は
り
大
島

・
奥
津
島
禪
祗
文
書
の
中
に

う
け
申

お
志
ま
の
ひ
し
里
田
事

(中
略
)

右
志
さ
い
者
こ
の
と
く
分

二
於

い
て
た
ん
分
た
里
と
い
う
と
も
未
進
候
ハ
ん
時
者

こ
の
下
地
の
下
さ
く
人
志
き
む
ら
と
の
中

へ
め
し

は
な
さ
れ
申
可
き
者
也
、
そ
の
時
志
さ
い
お
串
ま
し
く
候
、
仍
爲
後
日
沙
汰
う
け
状
如
件

麋

三
+
=
年
四
月
日



と
い
う
請
状
が
あ
つ
て
、
聖
田
の
下
作
人
職
の
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
聖
田
が
惣
の
オ
ト
ナ
衆
の
管
理
下
に
あ
り
、

そ
の
得
分
未
進
の
場
合
は
聖
田
下
作
人
職
が
解
か
れ
る
べ
く
規
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
同
瓧
文
書
に
應
永
九
年
二
月
九
日
付
比
丘
尼
昌
慶

・
尼
從
貳
の
寄
進
状
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
奥
島
庄
内
井
上
如
法
道
場
開

山
岩
本
坊
宗
覺
に
相
傳
の
家
屋
敷
田
畑
等
を
寄
進
し
た
が
、
そ
れ
は
聖
田
と
し
て
寄
進
し
た
の
で
あ
つ
て
、
昌
慶
は
三
年
後
に
は
檀
那

と
し
て
聖
職
を
も
設
定
し
た
。
即
ち
應
永
十
二
年
卯
月
廿
五
日
の
置
文
に

へ

う

定
置

如
法
經
道
場
聖
職
之
事

ね

ヤ

右
彼
聖
職
事
者
至
未
世
末
代
爲
自
然
、
不
法
懈
怠
之
時
者
不
嫌
何
時
爲
兩
庄
之
村
人
無
退
轉
可
違
亂
申
候
、
自
然
就
聖
田
妨
出
候
共

彼
聖
職

共
堅
兩
庄
之
村
人
如
何
樣

仁
可
被
相
計
者
也

仍
爲
向
後
龜
鏡
置
文
如
件

(傍
點
筆
者
)

と
あ
る
。
こ
の
場
合
の
聖
職
は
、
如
法
經
道
場
聖
と
し
て
關
與
し
て
い
る
こ
と
か
ら
發
生
す
る
、
こ
の
道
場
附
屬

の
聖
田
の
用
盆
權
を

指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
聖
田
、
聖
職
は
村
人
、
即
ち
惣
の
管
掌
下
に
あ

つ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
聖
田
は
庵
室
乃
至
瓧
頭
聖
の
主
た
る
經
濟
的
基
盤
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
直
接
庵
室
に
は
屬
さ
ず
、
し
か
も
使
途
は
明

確

に
さ
れ
て
い
る
如
法
經
田
や
夏
米
な
ど
も
亦
、
聖
の
經
濟
生
活
と
無
關
係
で
は
な
か
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
後

で
述
べ
る
が
、
聖
の

仕
事
を
考
慮
し
た
場
合
當
然
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

西
念
は
前
述
の
如
く
應
永
十
四
年
九
月
湧
出
庵
室
に
田
地
を
寄
進
し
た
が
、
應
永
十
八
年
三
月
に
夏
衆
夏
米
を
寄
進
し
て
い
る
。
そ

(
14
)

の
寄
進
状
に
は

爲
後
生
善
處
菩
提
心
、
若
宮
夏
米
新
仁
得
分
伍
鬪
を
寄
進
處
在
地
明
白
也
、
若
於
此
下
地
違
亂
成
煩
輩
者
可
爲
盗
賊
者
也
、
獪
以
未

進
懈
怠
候
者
惣
村
之
申

へ
此
下
地
を
可
レ被
取
者
也

申
世
の
瓧
頭
聖
に
つ
い
て

八
九



九
〇

と
、
聖
の
夏
中

の
糧
米
に
得
分
五
斗
を
寄
せ
、
未
進

の
場
合
に
は
下
地
を
惣
中

へ
渡
す
べ
き
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
夏
米
と
い
え
ぼ
、

若
宮
鷲

へ
は
漿

葦

正
月
に
も
道
察

蔚
由
を
寄
せ
・
善

夏
米
と
し
て
寺
升
壹
斗
を
寄
進
し
て
い
鵜
・.

ま
た
右
の
西
念
は
、
應
永
十
七
年
正
月
廿
二
日
に
も
、
自
身

の
後
生
菩
提

の
爲
に
若
宮
如
法
經
道
場

へ
田
地
四
十
六
歩
を
寄
進
し
て

(
16
)

い
る
。
若
宮
如
法
經
道
場

へ
は
、
こ
の
ほ
か
應
永
廿
四
年
四
月
に
乙
女
、
孫
五
郎
か
ら
壹
段
、
應
永
三
十
年
十

一
月
に
あ
ま
女
か
ら
三

十
歩
、
應
永
三
十
二
年
三
月
に
定
泉
坊
覺
勢
か
ら
三
十
歩
、
永
享

二
年
五
月
に
善
音
か
ら
四
十
歩
、
永
享
八
年
八
月
に
衛
門
他
四
名
か

　
レ
　

ら
半
、
享
徳
二
年
十
二
月
に
勢
圓
か
ら
半
十
歩
な
ど
の
如
法
經
料
田
が
次
々
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
永
享
八
年
八
月

の
衛
門
等

の
若
宮

如
法
經
田
寄
進
状
に
は

ね

も

う

し

う

も

う

も

右
件
田
地
者
形
部
四
郎
相
傳
私
領
也
、
雖
然
形
部
四
郎
爲
菩
提
爲
村
人
計
永
代
聖
米
寄
進
處
明
白
也
、
毎
年
無
懈
怠
御
經

一
品
廻
向

可
在
之
得
分
貳
斗
在
之
、
仍
爲
後
日
寄
進
状
如
件

(傍
點
筆
者
)

と
あ
り
、
如
法
經
新

が
他
面
聖
米
で
も
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
如
法
經
田
畠
も
ま
た
聖
田
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
が
、
比
丘
尼
昌
慶
が
井
上
如
法
道
場
に
寄
進
し
た
田
畠
が
聖
田
と
も
稱
さ
れ
、
そ

の
奇
進
地
を
あ
ぐ
つ

て
聖
職
な
る
も
の
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
庵
室
、
道
場
等
に
は
聖
田
、
道
場
田
等
が
あ
り
、
得
分
が
聖
米

と
し
て
支
給
さ
れ
、
ま
た
聖
職
も
確
立
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
ほ
か
如
法
經
や
夏
經

・
夏
衆

の
費
用
を
辨
ず
る
如
法
經
田
、
夏
田
な
ど
も
聖

の
職
務
に
封
す
る
給
付
的
性
格

を
帯
び
た
も
の
で
あ

つ
た
。
こ
の
意
味
で
如
法
法
經
粁
等
も
ま
た
聖
米
で
あ
つ
た
。

こ
こ
で
つ
い
で
に
宮
庵
室

の
こ
と
に
觸
れ
て
お
こ
う
。
そ
の
規
模
、
資
財
等
は
大
小
寡
多

の
差
が
あ
つ
て
劃

一
で
な
い
こ
と
勿
論
で

あ
る
が
、
今
堀
の
日
吉
紳
杜
文
書
に
出
て
く
る
今
堀
庵
室

・
道
場
等
は
、
資
財
雜
具

の
點
に
お
い
て
も
、
標
準
的

な
も
の
で
な
い
か
と



思
わ
れ
る
。

今
堀
安
室
資
財
雜
具
渡
日
記

道
場

ニ
ア
ル
フ
ン

本
尊
十
羅
刹
各
十
三
軆

三
十
番
祚
二
補

法
華
經

二
部
内

一
部
ハ
+
卷

法
華
懺
法

一
卷

佛
具
五
面
内
謂

鎰

輦

ノ

閼
伽
桶

一

机

二
面

經
箱

一

硯
箱

一

啓

一
同
臺
ア
リ

花

ツ
ホ

一

倉

ニ
ア
ル
分

大
般
若
經

一
部
六
ケ

十
六
善
紳

一
補
同
箱
ア
リ

リ

ソ

バ

コ

ニ

法
華
經

十
三
部

鑰

一

切
經
十
卷
入

筒

三

小

一

ヤ
ツ
八

ニ

サ
シ
ナ
ワ

一

油

ツ
ホ

一

住
所
箱

一

瓶
子

ニ

カ
キ

一

上
ノ
カ
キ

一

セ
ゥ
コ

一

權
現
講
日
記
箱

一

同
本
尊

ア
リ

安
室

ニ
ア
ル
分

本
尊

一
補

不
動
梵
字

一
補

地
藏
梵
字

一
ツ
リ

中
世
の
瓧
頭
聖
に
つ
い
て

九
一



九
二

法
花
經

一
部

仁
王
經

一
部

木
燈
臺

一

机

一

茶
ツ
ホ
大
小
二

鑵
子

一
"
夘
外
睡
ニ

カ
マ

一

ナ

へ
大
小

三

カ
ナ
ワ

一

ヲ
ケ
大
小
五

茶
ヲ
ケ

一

ホ
ン

一

水
ノ
ミ

ニ

火

ハ
シ

ご
前

夏
味
噌
桶

一

椀

九
人
ノ
前
ア
リ

折
敷

水
ト
ウ

一

日
記
箱

一

ヒ
・
ツ
チ
箱

一

ヒ
ハ
チ
一

ツ
リ
ヒ
ハ
チ
一

カ
キ

ニ

上
ノ
カ
キ

一

ウ
ス

一

キ
子

二

茶
ウ
ス

一

吉
茶

一
斤

ヒ
ク
ツ
五
斤

花
タ
テ

一

茶
ヒ
シ
ヤ
ク

一

ホ
イ
ロ

一

メ
ン
ツ
ウ

一

キ
リ
ハ
ン

一

障
子
梱
赫
初

竹
ホ
ネ
障
子
七
枚

ハ
ソ

碁
匂

一

ヘ
リ
ナ
シ
三
帳

テ
ウ
ノ

一

こ
の

「今
堀
安
室
資
財
雜
具
渡
日
記
」
の
年
紀
は
不
明
で
あ
る
が
、
室
町
期
の
宮
庵
室
の
規
模
、
資
財
を
窺
う

に
足
る
も
の
で
あ
る
。

さ
す
が
に
道
場
に
は
佛
聖
具
、
庵
室
に
は
生
活
用
具
が
多
く
、
聖

の
生
活
を
彷
彿
た
ら
し
め
て
く
れ
る
。
臼
、
杵

が
あ
る
の
は
御
祚
供

の
餅
を
つ
く
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
よ
つ
て
他
を
類
推
し
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
宮
庵
室
を
ば
聖
と
の
關
係

か
ら
離
れ
て
、
そ
れ

自
體
の
機
能
を
み
る
と
、
村
の
會
所
的
役
割
を
果
し
、
人
の
集
會
も
多
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
紳
田
佛
田
米
等
は
大
家
小
家
に



(
18

)

(
19

)

よ
ら
ず
庵
室

へ
納
め
、
ま
た
商
買
を
行
な
お
う
と
す
る
者
は
庵
室

へ
百
文
宛
出
し
、
帳
づ
け
さ
れ
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
た
り
、
宮
庵

・

(
20
)

室
で
博
奕
諸
勝
負
事
が
嚴
禁
さ
れ
か
り
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
つ
て
察
知
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
の
常
住
、
無
住
を
問
わ
ず
宮
庵

室
が
惣
堂
的
性
格
を
持
つ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

四

次
に
宮
聖
、
瓧
頭
聖
の
職
務
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
部
分
的
に
觸
れ
て
き
た
が
、
先
ず
そ
の
勤
行
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

蒲
生
郡
龍
王
町
須
恵
の
八
幡
禪
瓧
の
所
藏
文
書
に
貞
治
二
年
十

一
月
付
の
圓
源
の
寄
進
状
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
畠
地
の
寄
進
に

種
々
の
條
件
を
付
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に

一
毎
年
四
斗
米
と
、
畠
地
子
殘

一
斗
、
扈
上
五
斗
米
於
所
の
さ
た
と
し
て
地
徳
分

こ
の
米
お
ほ
く
な
し
て
地
を
か
う
べ
し

拾
五
石
に
な

り
た
ら
ん
と
き
宮
の
聖
仁
五
石
か
ふ
と
ほ
そ
ふ
口
に
口

べ
し
。

一
聖
、
毎
日
仁
所
作
せ
ん
ふ
う
、
阿
彌
陀
經
、
法
華
經
二
卷
、
觀
音
經
三
卷
、
心
經
廿

一
卷
、
自
我
偈

一
卷
、
當
堂
之
阿
彌
陀
佛
之

御
前
仁
天
阿
彌
陀
經
六
卷
、
光
明
眞
言
廿

一
遍
、
念
佛
六
百
返
申
て
法
界
衆
生
可
レ訪

と
見
え
て
い
る
。
寄
進
者
か
ら
條
件
づ
け
ら
れ
た
聖
の
毎
日
の
所
作
は
、
寄
進
者
が
僭
侶
と
は
云
え
か
な
り
專
問
的
な
も
の
で
、
道
心

坊
的
な
聖
で
は
な
か
な
か
出
來
に
く

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
宮
の
聖
は
紳
宮
寺
衆
徒
で
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
因
み
に
よ
く

(
21
)

紳
瓧
に
大
部
な
寫
經
が
傳
わ
つ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
後
書
な
ど
に
宮
庵
室
で
書
寫
し
た
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
宮
聖
が
殘
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
如
法
經
聖
と
も
云
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

と
ま
れ
圓
源
寄
進
状
に
あ
る
法
華
懺
法
、
法
華
經
、
阿
彌
陀
經
、
念
佛
等
は
聖
の
一
般
的
所
作
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
同
郡

中
世
の
瓧
頭
聖
に
つ
い
て

九
三
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四

同
町
橋
本

の
左
右
禪
杜
の
寄
進
状
に
も

奉
寄
進
橋
本
阿
彌
陀
堂
事

(略
)

右
奉
寄
進
志
者
乘
願
殿
同
縁
共
佛
念
殿
同
縁
共
道
圓
殿
同
縁
共
道
仁
殿
同
縁
共
此
聖
口
往
生
極
樂
頓
證
菩
薩
成
等
正
覺
也
、
然
間
聖

勤
行

ハ
例
時
懺
法
法
華
經
等
ヲ
無
懈
怠
可
被
讀
誦
、
若
有
懈
怠
者
此
田
地
可
取
返
申
也

仍
可
被
慇
懃
勤
行
状
如
件

應
安
元
年
十
月
十
三
日

道

一

(花
押
)

孫
太
郎

(花
押
)

と
あ
る
。
聖
が
懺
法
、
法
華
經
讀
誦
等
を
お
こ
た
れ
ば
下
地
を
取
返
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
吉
神
瓧
の

「
今
堀
安
室
資
財
雜
具
渡
日

tlfl¢
J
に
法
華
經
、
法
華
懺
法
、
仁
王
經
、
大
般
若
經
等
が
あ
つ
た
こ
と
は
前
に
み
た
通
り
で
あ
る
。

一
定

の
規
式
に
よ
り
經
文
を
書
寫
す
る
如
法
經
も
ま
た
聖

の
大
事
な
職
務
で
あ
る
。
如
法
道
場
、
如
法
經
田

は
こ
の
た
め
の
も
の
で

あ
る
。
栗
太
郡
栗
東
町
綣

の
大
寶
神
瓧

の

「當
肚
天
王
宮
御
定
式
」
に

抑
當
杜
大
寶
天
王
於
御
杜
壇
内
謹
敬
而
朝
暮
可
精
進
修
、
如
法
經
之
聖
者
最
歴
心
口
意
無
懈
怠
可
勤
求
之
事

一
、
當
精
舎
檀
那
所
修
凡
雖
有
五
種
行
、
就
中
檀
越
毎
歳
大
經

一
部
宛
令
書
寫
之
、
若
又
有
懈
怠
者
三
箇
年

一
度
宛
爲
過
料
報
謝
令

遂
供
藩

俗
之
轟

黔

驩

鍬

難

(以
下
略
)

と
あ
つ
て
如
法
經
の
執
行
の
事
を
の
べ
て
い
る
。
如
法
經
は
大
規
模
な
も
の
に
な
る
と
宮
聖
が
中
心
に
な
つ
て
、
多
く
の
如
法
經
衆
を

集
め
て
行
う
。

一
例
を
擧
げ
る
と
、
今
堀
日
吉
神
杜
の
道
場
で
は
、
時

の
聖
行
員
は
じ
め
全
俊
、
重
賢
、
良
榮
、
行
藝
、
聖
秀
、
行
恵

(
22
)

等
の
七
人
が
明
應
六
年
十
月
廿
二
日
か
ら
如
法
經
を
始
め
、
同
十

一
月
廿
日
に

「當
聖
行
員
」
が
供
養
し
て
い
る
。



ぬ

う

も

も

大
島
奥
津
島
紳
杜
文
書
中
に
湧
出
若
宮
關
係

の
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
如
法
經
料
田

の
寄
進
状
が
多
く
含

ま
れ
、

「如
法
經
興

行
間
、
爲
二
紳
明
法
樂
、

杜
頭
繁
昌
、

庄
内
安
穩
、

諸
人
快
樂
、

井
七
世
父
母
部
長
、

法
界
衆
生
平
等
利
盆
、

殊
心
中
二
世
悉
地
成

(
23

)

(
滋
)

、

、

、

、

、

就
こ

と
か

「
爲
二後
生
菩
提
一、
若
宮
如
法
經
仁
寄
進
」
と
か

「所
二永
代
若
宮
長
日
如
法
經
料
田
寄
進
一也
、
殊
爲
二瓧
頭
繁
昌
、
庄
内

(
25
)

安
穩
、
二
親
聖
靈
頓
生
菩
提
、
法
界
衆
生
平
等
利
盆
一也
」
な
ど
の
文
句
が
書
か
れ
て
い
る
。

祚
杜

の
如
法
經
、

長
日
如
法
經
の
興
行

は
杜
頭
聖
の
勤
め
で
あ
つ
た
。

夏
中

の
精
進
も
ま
た
聖
に
課
せ
ら
れ
た
法
務
で
あ
つ
た
。
寄
進
状
等
に
夏
衆
、
夏
米
等
の
語
が
見
え
て
い
る
。

か
の
湧
出
若
宮
祚
社

に
も
夏
衆
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
さ
き
に
も
觸
れ
た

「奉
寄
進
湧
出
若
宮
解
衆
解
米
之
事
」
(應
永
十
八
年
三
月
六
日
)
や

「奉
寄
進

ほ
り
ま
ち
の
藺
田
事
」
(應
永
廿
年
正
月
廿
八
日
)
等

の
寄
進
状
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
。
今
堀
日
吉
紳
瓧
に

「
聖
之
間
夏
中
常
住
日
記
」

が
あ
つ
て
、
椀
、
折
敷
、
味
噌
米
、
ひ
く

つ
、
油
な
ど
を
擧
げ
、
夏
中
の
生
活
の

一
端
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
も
亦
先
述
の

通
り
で
あ
る
。

夏

(安
居
)
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
寺
院

に
あ
つ
て
は
四
月
十
六
日
か
ら
七
月
十
五
日
、
又
は
五
月
十
六
日
か
ら
八
月
十
五
日
ま
で

の

一
夏
九
旬

で
あ
る
が
、
村
々
の
祚
瓧
に
お
い
て
は
必
ら
ず
し
も
寺
院
瓧
會

の
通
り
で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
大
體
右

の
期
閭
中
に
は

行
な
つ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
栗
太
郡
草
津
市
木
川
町
の
天
禪
杜
に
關
す
る
天
文

二
年

の

「山
田
於
天
禪
諸
講
之
事
」
な
る
村
人
定
置

状
に
は

「
六
月
十

一
日
よ
り
十
二
日
迄
夏
經
、
僣
衆
役
」
と
あ
る
。
夏
經
と
い
う

の
は
夏
安
居
中
に
經
を
誦
す
る
こ
と
を

い
い
、
ま
た

夏
安
居
申
に
書
寫
し
た
經
典
を
い
う
。
今
堀
日
吉
神
肚
文
書
に
永
享
三
年
十

一
月
十
三
日

の
道
泉

の
夏
田
寄
進
状

が
あ
る
が
、
そ
れ
に

は
、右

件
之
寄
進
者
毎
年
十

一
月
十
七
日
以
前
に
民
僣
達
夏
を
結
可
行
者
、
道
泉
追
善
并
子
々
孫
々
爲
二
所
濤
一乃
至
法
界
平
等
利
盆
也

中
世
の
祗
頭
聖
に
つ
い
て

九
五



九
六

と
あ
る
。
普
通
冬
安
居
億
十

一
月
十
六
日
か
ら
二
月
十
五
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
冬
安
居
に
入
る
ま
で
に
民
僭
に
よ
つ
て
夏
安

居
を
行
う
よ
う
に
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
あ
る
民
僭
と
い
う
表
現
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
民
僭
と
い
う

の
は
、
祚
宮
寺
等

の
所
謂

一
山
の
學
侶
衆
徒
を
云
う
の
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
承
仕
法
師
ク
ラ
ス
か
村

の
道
心
聖
的
な
宮
聖
を
指
し
て
い
る
と
思
う
が
い

か
が
で
あ
ろ
う
か
。

夏
衆
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
寺
院
肚
會
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
夏
衆
と
は
當
春
剃
り
の
大
童
子

新
發
意
に
し
て
、

一
夏
九
旬
壇
場
に
お
い
て
、

毎
日
花
を
供
え
る
者
を
指
し
、

夏
中
供
花
衆
と
い
う
名
稱
も
あ
る
。

『東
寶
記
』
第

七
に

「
食
堂
夏
中
供
花
衆
十
二
口
」

と
し
て

「後
宇
多
院
御
代
正
和
年
中
當
寺
興
隆

の
刻
、
供
僣
學
衆
等

の
坊
人
、
淨
行
青
侍
法
師
を

以
て
其
の
衆
に
補
せ
し
め
、
夏
中
九
旬

の
問
晝
夜
不
斷
に
供
花
相
續
勤
行
せ
し
む
」
と
あ
る
。
甲
賀
郡
水
口
町
植

の
國
中
神
瓧
抜
書

の

「
定
置
江
州
甲
賀
郡
洒
人
郷
國
中
宮
安
居
供
花
之
事
」

(應
仁
元
年
七
月

一
日
)
に

「毎
年
四
月
十
四
日
よ
り

一
七
ケ
日
晝
夜
不
退
可

供
花
也
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
夏
衆
と
云
わ
れ
る
者
の
任
務

は
承
仕
法
師

の
そ
れ
と
大
體
同
じ
で
あ
る
。

聖
乃
至
夏
衆
の
役
を
具
體
的
資
料
に
よ
つ
て
み
て
み
よ
う
。
以
下
は
寺
院
側
の
資
料
で
あ
る
が
宀
宮
聖
や
そ
の
結
夏
を
知
る
上
に
參

考
と
な
ろ
う
。

坂
田
郡
伊
吹
村
大
原
の
觀
音
寺
に
所
藏
さ
れ
て
い
る

マ
永
禄
六
茜

+
二
月
+
四
日
伊
吹
山
觀
音
護
國
寺
巨
細
齷

に

正
月

一
、
元
日
本
堂
勤
行
之
次
第

先
聖
早
參
有
テ
備
一一香
花
燈
明
等

一

(中
略
)



一
、
節
分
勤
行

例
時
如
常

聖
リ
ノ
役

(中
略
)

四
月

一
、
八
日
誕
生
會
之
事

カ
ネ
テ

御
藥
湯

ハ
聖
ノ
馳
走
ト
シ
テ
兼
用
意
可
有
之
、
藥
種
ノ
代

ハ
惣

ヨ
リ
下
用
、
花
堂

ハ
各
々
打
寄
可
致
造
作
、
法
花
經
ノ

一
ノ
卷

可
讀
之
、
先
規
式
等
所
作
有
之

(中
略
)

一
、
卯
月
十
五
日

ヨ
リ
夏
番
之
事

一
、
日
中

ハ
鎭
守
聖
ノ
役

寺
僣

ハ
志
シ
次
第

二
心
口
懸
テ
各
可
參
者
也
、

先
大
般
若

ハ
人
別

一
帙

ツ
ツ

次
懺
法
、

次
錫
杖
九
條
、

次
自
我
偈
、
光
明
眞
言
劃
反

圓
薯

、
次
法
華
經
燻

ル
ー

糞

六
人
此
内
貳
人
ハ
聖
、
四
人
ハ
奪

蕃

張
之
次
第
ヲ
俑

供
花

六
時
太
鼓
打
撃

一
、
前
具
數
之
事
己
上
十
五
前
也

ミ
ツ
キ

ツ
メ

モ
ル

御
本
尊

ノ
大
御
器

ニ
ハ
樒
ヲ
花
蔓

二
詰
テ
盛
自
餘
ハ
如
常
兩
ノ
高
机

ニ
ハ
東

二
六
膳
西

二
六
膳
ナ
リ

又
閼
伽
棚
三
膳
也

以
上

右

一
夏
九
旬
ノ
問
聖
衆
六
人
之
事

ハ
不
及
申
、
寺
僭
何
モ
日
參
勤
行
可
レ抽
レ
懇
志
者
也

(中
略
)

七
月

一
、
四
十
八
卷
ノ
阿
彌
陀
經

爲
堂
聖
ノ
役
讀
之

中
世
の
瓧
頭
聖
に
つ
い
て

九
七



九
八

(中
略
)

十
二
月(申

略
)

一
、
聖
米
分
配

箏

鸚
双

酵

鬆

絅
謡

癘

可
靉

也

(
中

略

)

一
、
奎

聖

貳
石
五
斗

鶸

融

総

集

ナ
リ

如
法
經
ハ
貳
石
葺

鷭

鋤
釁

罐

群

謬

法
華
三
昧

壹
石
八
斗

鎭
守
御
供

貳
石

大
鼓

ノ
聖

貳
石
五
斗

五
斗
ハ
佛
性
朔
日

法
輪

ノ
聖

壹
石
五
斗
此
内

+
三
日
晦
日
毎

月
可
有
之

一
、
定
置
目
之
事

一
、
堂
籠
者
三
時
行
法
朝
タ
ノ
勤
不
可
懈
怠
、
毎
日
法
華
經
二
卷
可
讀
誦
之
事

一
、
御
堂

ノ
内
外
可
掃
治
事

一
、
不
斷
香
之
煙
不
可
有
斷
絶

一
、
自
惣
門
外

へ
不
可
出
井
不
可
出
酒
宴
座
軣

一
、
於
堂
籠
者
迎
月
ヲ
可
限
之
事



一
、
如
法
行
聖
不
可
出
惣
門
之
外
古又

一
、
鎭
守
仁
王
講
不
可
限
轉
事

一
、
入
道
場
例
時
懺
法
慇
懃
可
勤
行
古
又

、

貞
和
三
年
往
古
ノ
本
文
有
之

香
華
燈
明
を
供
え
、
灌
佛
會

の
藥
湯
を
準
備
し
、
六
時
に
太
鼓
を
打
ち
、
鎭
守
で
仁
王
經
を
讀
み
、
本
尊
の
大
御
器
や
閼
伽
棚
を
荘

嚴

す
る
等
は
す
べ
て
聖

の
役
で
あ
つ
た
。
寺
僭
と
聖
と
の
問
に
は
明
ら
か
に
格
差
が
あ
る
。
貞
和
三
年
の
本
文
が
あ

る
と
い
う
最
後

の

八
ケ
條
は
、
明
ら
か
に
夏
籠
り
の
掟
で
あ
る
。
聖

の
任
務
は
寺
院
に
お
い
て
も
宮
道
場
に
お
い
て
も
別
段
變
り
は
な
か
つ
た
筈
で
あ
る
。

ま
た
聖

の
生
活

の
裏
付
け
の
點
に
お
い
て
も
神
杜
と
同
じ
く
聖
米
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

右

の
文
書
は
永
禄
六
年

の
も
の
で
か
な
り
後
世
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
早
い
も
の
に
永
正
十
七
年
八
月

の

「諸
聖
置
手
定
書
」

と
延
徳
二
年
十
二
月

の

「聖
之
供
米
定
書
」
が
あ
る
。
前
者
に
は
堂
聖
、
鎭
守
聖
、
鐘
推
聖
の
三
聖
が
書
か
れ
て
い
て

「此
三
聖
者
可

(
經
)

爲
鬮
次
第
者
也
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
鬮
に
よ
つ
て
い
ず
れ
か
の
聖
に
あ
て
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
者
に
は
本
堂
聖
、
如
法
行
、
法

(
マ

・
)

華

三
昧
、
鎭
守
御
人
供
、
大
皷
聖
、
法
輪

〔
院
〕
(聖
)
が
擧
げ
ら
れ
、
聖
供
米
の
石
數
も
同
じ
で
あ
る
。
從

っ
て
聖

の
種
類
も
そ
の
職

務

も
長
年
月
か
わ
つ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
宮
聖

の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で
、
瓧
頭
道
場
に
お
け
る
夏

安

居
、
如
法
經
、
瓧
頭
念
佛
會
、
日
々
の
紳
前
法
樂
な
ど
の
奉
仕
は
、
瓧
頭
聖

の
古
く
か
ら
の
基
本
的
な
法
務
で
あ

つ
た
。

ま
た
聖
が
中
心
に
な
つ
て
行
う
事
業
に
、
祗
殿
の
修
補
、
再
興
、
襲
藏
品

の
修
履
等
が
あ
る
。
例
え
ば
草
津
市
澁
川
の
伊
砂
々
神
瓧

(
29
)

の
棟
札
に
よ
る
と
、

「其
時
聖

圓
乘
坊
賢
砧
」
が

「勸
進
沙
門
」
と
な
つ
て
、
應
仁
二
年
十

一
月
瓧
殿
を
造
營
し
た
。
ま
た
近
江
八

幡
市
上
畠
の
天
滿
天
祚
肚

の
祚
像
臺
座
銘
に
よ
れ
ば
、

「時
聖
人
、
荷
與
町
二
位
公
照
運
」
が

「修
理
願
人
」
と
な

つ
て
大
永
八
年
三

中
世
の
肚
頭
聖
に
つ
い
て

九
九



l
o

o

C　
　

月

に
杜
殿
を
修
補
し
た
。
ま
た
蒲
生
郡
龍
王
町
橋
本

の
左
右
神
瓧
に
大
般
若
經
六
百
卷
が
襲
藏
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
永
正
五
年
十

C
m
　

一
月

「時
聖
越
前
」
外

二
人
の
年
行
事
に
よ
つ
て
修
覆
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
境
内

の
掃
除
、
紳
前
燈
明

の
點
火
な
ど
も
聖

の
日
々
の
仕
事
で
あ
つ
た
。
今
堀
日
吉
祚
瓧
文
書

の
今
堀
左

近

「奉
寄
進
私
領

菜

畠
之
事
」

(文
明
六
年
三
月
廿
三
日
)
に

「得
分

一
貫
五
百
文
、
此
内
伊
勢
大
紳
宮
定
燈
明
五
百
文
、
又
八
百
文
十
禪
師
寄
進
申
、

又

二
百
文

ハ
聖
方
燈
明
ト
ホ
シ
チ
ン
」
と
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
聖
は
法
施

の
世
話
に
當
る
宮
仕
僭
と
し
て
、
ま
た
火
ト
ボ
シ
、
掃
除
に
當
た
る
近
世

の
肚
守
り
の
役
目
を

も
兼
ね
て
い
た
。

五

飜

つ
て
思
う
に
、
瓧
頭
聖
の
存
在
は
祚
佛
習
合
思
想
に
基
づ
く
顯
著
な
る

一
事
象
で
あ
る
。
禪
杜
に
僭
侶
が
關
與
す
る
習
合
體
制
そ

の
も
の
の
出
現
は
遠
く
古
代
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
村
々
の
小
瓧
に
あ

つ
て
す
ら
も

「
聖
」
な
る
僣
、
ま
た
は
僭
に
擬
せ
ら
れ
る
法
躰
の

も

の
が
關
係
し
て
い
た
習
合
體
制
は
、
き
わ
め
て
中
世

(室
町
)
的
な
形
態
で
あ
る
。

こ
の
中
世
的
な
形
態
は
、
禪
瓧
の
祭
祀

・
管
理
維
持
に
あ
た
つ
て
の
「禪
主

・
聖

・
オ
ト
ナ

(村
人
)
」
の
ト
リ
オ

の
體
制
で
特
徴
づ

け
ら
れ
る
。
も

つ
と
も
聖
そ
の
も
の
は
佛
教
史
上
古
代
か
ら
出
現
し
、
時
代
と
と
も
に
そ
の
内
容
も
隨
分
變
化
し
て
い
る
が
、
と
も
あ

れ

「聖
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
、
し
か
も
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
村
落
の
惣
的
結
合
が
進
展
す
る
時
期
に
あ
た
つ
て
、

「
村
人
」
と

密
接
な
關
係
を
も

つ
て
神
杜
祭
祀
面
に
登
場
し
て
く
る
の
は
、
聖
の
歴
史
に
あ

つ
て
も
確
か
に
中
世
的
な
事
象
で
あ

る
。

杜
頭
聖
は

一
見
祚
事
執
行
者
の
主
流
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
紳
を
祀
る
も
の
が
紳
主
で
あ
り
、
本
地
佛
と



し

て
の
紳
を
祀
る
の
が
聖
で
あ
る
か
ら
、
實
は
聖
は
祚
主
と
並
ぶ
祭
儀
執
行
者
な
の
で
あ
る
。
中
世
紳
秕
資
料
に
神
主
と
聖
が
並
記
さ

れ

て
い
る
例
が
多
い
の
は
こ
の
爲
で
あ
る
。

こ
こ
に
祭
祀
組
織
を
考
え
る
上
で
聖
が
看
過
で
き
な
い
所
以
が
あ
る
が
、
同
時
に
、
オ
ト

ナ
ー
宮
庵
室
-
聖
と
い
う
構
造
を
有
し
て
い
る
の
で
、
村
落
組
織
を
考
え
る
上
で
も
聖
は
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
聖
は
祚
瓧
の
祭
祀
組
織
や
村
落
構
造
の
變
遷
を
知
る
指
標

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

い
。
例
え
ば
紳
瓧

資
料
に
、
祭
祀
の
主
體
た
る

「
村
人
」
の
用
語
が
消
え
、
か
わ
つ
て

「
氏
子
」

の
名
稱
が
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
禪
主
と
並

記
さ
れ
て
い
た

「
聖
」
の
語
が
見
當
ら
な
く
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
祭
祀
組
織

の
變
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
意
味

し
て
い
る
。

近
世
の
祚
瓧
資
料
、
特
に
棟
札
な
ど
に
は
聖
の
使
用
例
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
用
語
例
が
な
く
な
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
、

直
ち
に
近
世
の
祚
肚
の
祭
祀
組
織
が
神
佛
習
合
體
制
か
ら
全
面
的
に
離
脱
す
る
方
向
に
あ

つ
た
、
と
は
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
宮
寺
や
瓧
僣

の
存
在
が
消
失
し
、
紳
佛
習
合
思
潮
が
無
く
な
つ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
從

つ
て
、
時
代
が
さ

が
り
近
世
に
入
る
と

「
聖
」
の
語
が
見
當
ら
な
く
な
る
の
は
、
中
世
の

「
紳
主

・
聖

・
オ
ト
ナ
」

の
體
制
に
變
化
が
生
じ
た
か
ら
で
あ

る

と
み
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
紳
主

・
聖
と
並
記
さ
れ
た
體
制
か
ら
聖
が
消
失
す
る
の
は
、
聖
の
機
能
が
分
化
し
て
、
他

の
も
の
に
そ

の
地
位
が
と
つ
て
か
わ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

秕
頭
聖

の
機
能

の
一
端
、

近
世
に
入

つ
て
杜
守

り

(
一
年
紳
主
)、

村
禰
宜
、
頭
屋
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
祗
頭
聖
の
中
に
は
瓧
家
に
轉
身
す
る
も
の
も
あ
つ
た
。
以
下
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い

て
少
し
の
べ
て
み
た
い
。

近
世
宮
座
に
お
け
る

一
年
神
主
の
任
務
は
獻
燈
、
獻
饌
、
修
祓
、
祚
殿
開
扉
、
禪
前
讀
經
、
境
内
掃
除
等
で
あ
り
、
な
か
で
も
紳
主

(
32
)

が

ヒ
ト
ボ
シ
と
も
云
わ
れ
る
如
く
獻
燈
が
主
た
る
職
掌
で
あ

つ
た
が
、
こ
の
獻
燈
は
前
述
の
如
く
瓧
頭
聖
の
主
務

の

一
で
あ
り
、
聖
に

は

「
燈
明
ト
ホ
シ
チ
,ン
」
が
渡
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
境
内
の
掃
除
は
寺
院

の
聖
で
も
祚
瓧
の
聖
で
も
日
々
の
任
務
で
あ
つ
た
。
ま
た
境

中
世
の
祗
頭
聖
に
つ
い
て

l
o
l



一
〇
二

内
杜
領
の
立
木
の
管
理
處
分
も
聖
の
支
配
下
に
あ
つ
た
例
も
み
ら
れ
る
。

栗
太
郡
栗
東
町
綣
の
大
寳
紳
瓧
の

「
當
瓧
天
王
宮
御
定
式
」

(正
長
元
年
九
月
)
に
よ
れ
ば
、
當
瓧

の

「支
配
聖
、
西
之
坊
」
は
瓧

家
支
配
職
を
有
し
て
い
た
。
肚
領
の
森
林
、
竹
林
は
雑
木
、
枯
木
を
問
わ
ず
、
落
葉
と
云
え
ど
も
支
配
聖

の
管
理
下

に
あ
り
、
紳
人
村

C
m
)

人
等
も
口
出
し
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
こ
の
支
配
聖
の
利
權
は
江
戸
時
代
に
入
つ
て
も

「西
坊
家
徳
」
と
し
て
傳
え
ら
れ
た
。

即
ち
延
寳
七
年
の

「定
、
天
王
肚
從
先
規
式
法
並
西
坊
家
徳
」
に

「
一
、
宮
地
森
代
々
西
坊
よ
り
之
さ
い
は
い
也
、
下
苅
、
き
の
み
諸

事
西
坊
家
徳
也

(中
略
)

一
、
湯
立
之
柴
、

森
之
木
之
枝
、
下
苅

。
て
も
仕
、

湯
立
上
け
候
、

此
し
ぼ
代
西
坊

い、
先
規
よ
り
取
申
候

(賽
)

(中
略
)

一
、
御
本
杜
末
杜
等
、
年
中
之
再
錢
、

從
先
規
、

西
坊
家
徳
也

(中
略
)

一
、
正
月
六
日
所
濤
料
米
三
升
長
衆
よ
り
西
坊

へ
渡
る
。

一
、
三
月
若
祭
、
御
輿
餝
賃
村
人
よ
り
西
坊

へ
渡
る
」
と
あ
る
。

こ
の
紳
瓧
の

「
紳
主
職
諸
事
祚
事
帳
」
は
紳
主
小
槻
氏
か
ら
片
岡
雲
正
に
移
り
、
さ
ら
に
子
息
の
彌
三
左
衛
門
か
ら
西
坊

へ
譲
ら
れ
、

支
配
聖
西
之
坊
は
延
寳
の
頃

「瓧
家
西
坊
」
と
な
つ
た
。
大
寳
紳
杜

の
場
合
は
十
五
世
紀
頃
庵
室
が
四
つ
あ
り
、
就
頭
聖
が
四
人
い
た

こ
と
が
明
應

の
文
書
で
わ
か
る
が
、
こ
の
瓧
頭
聖
の
支
配
聖
が
近
世
に
入
つ
て
瓧
家
に
轉
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
中
世

(室
町
)

の
杜
頭
聖
が
も
つ
て
い
た
機
能
は
、
近
世
に
入

つ
て
杜
守
、
禰
宜
、
頭
屋
等
に
分
化
繼
承
さ
れ
、
ま
た

そ

の
存
在
は
、
幕
府

の
宗
派

・
僣
侶
身
分
の
固
定
化
政
策
や
庵
室
道
場
等

の
寺
院
化
に
伴
な
つ
て
、
次
第
に
宮
寺
の
住
僭
や
瓧
家
に
轉

化

す
る
に
至
つ
た
。
僭
侶
や
寺
院
が
い
ず
れ
か
の
宗
派
に
所
屬
す
る
よ
う
宗
教
統
制
が
張
化
さ
れ
る
に
從

つ
て
、
瓧
頭
聖
も
從
來
の
姿

の
ま
ま
で
存
在
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
り
、
變
容
し
て
い
く
の
も
餘
儀
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
社
頭
聖
が
祚
瓧

の
祭
祀
組
織
の

一
環
を
な
し
、
祭
祀
の
主
體
で
あ
る
村
入
層
乃
至
惣
村
の
支
配
下
に
あ

つ
た
と
い
う
基
本
構
造
が
、
祚
祉
と
祭
祀
の
大

き
な
變
革
期
に
遭
遇
し
た
場
合
、

「
禪
主

・
聖

・
オ
ト
ナ

(村
人
)
」

の
體
制
が
大
き
く
變
わ
る
の
は
當
然

の
こ
と
と
云
わ
ね
ぼ
な
ら



な

い
。
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
時
期
は
、
寺
院
と
僣
侶
の
歴
史
の
上
で
注
目
す
べ
き

一
大
變
革
期
で
あ
る
が
、
祚
杜
と

(
34
)

祭
祀

の
面
で
も
ま
さ
し
く
變
革
期
で
あ
つ
た
。
申
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
神
杜
祭
祀
組
織
の
變
遷
に
つ
い
て
は
萩
原
龍
夫
氏
の

「中

世
祭
祀
組
織

の
研
究
」
が
詳
し
い
。
こ
の
變
革
期
に
祗
頭
聖
に
大
き
な
變
貌
の
あ
つ
た
こ
と
は
意
味
深
い
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

祚
瓧
に
於
け
る
聖

の
存
在
は
こ
の
一
大
變
革
期
を
境
に
次
第
に
影
を
う
す
め
た
が
、
近
世
の
祭
祀
組
織
に
そ
の
殘
影
が
留
め
ら
れ
る

こ
と
に
注
意
し
た
い
。
職
務

の
點
で
は
杜
守
、
禰
宜
、
頭
屋
等
が
か
つ
て
の
杜
頭
聖
の
そ
れ
を
引
き
繼
い
で
い
る
こ
ど
は
右
に
の
べ
た

が
、
名
稱
、
組
織

の
上
に
も
名
殘
り
を
留
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

中
世

の
寺
院

の
聖
や
禪
杜
の
聖
は
、
承
仕
法
師
の
性
格
を
も

つ
て
い
た
が
、
近
世
宮
座
の
組
織
に
も
承
仕
が
見
受

け
ら
れ
る
。
蒲
生

(
35
)

郡
市
邊

の
若
宮
紳
杜

の
宮
座
に
は
紳
主
と
並
ん
で
重
要
な
役
割
を
受
持
つ
承
仕
が
い
る
。
ま
た
今
堀
の
日
吉
禪
杜

の
正
使
も
承
仕
で
あ

ろ
う
。

ホ
ソ
キ
ヨ
ウ

(
36

)

祚
崎
郡
伊
庭
の
大
濱
祚
祉
に
は
山
伏
姿
の
法
施
な
る
も
の
が
い
る
が
、
こ
れ
は
瓧
頭
聖
の
轉
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
野
州
郡
守
山
町
天
宮
西
座
記
録
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
に
は
長
老
、
中
老
の
ほ
か
に

「御
沙
彌
衆
」
な
る
も

の
が
あ
つ
た
。
沙

彌
衆
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
他
に
そ
の
例
を
見
な
い
が
、
こ
こ
で
參
考
に
供
せ
ら
れ
る
の
は
滋
賀
郡
堅
田
町
眞
野

の
十
人
衆

の
資
格

に
關
し
て
云
々
さ
れ
る
沙
彌
行
の
こ
と
で
あ
る
。
十
人
衆
は
こ
の
村
の
オ
ト
ナ
衆

で
あ
る
が
、
單
な
る
年
長
者
と
い
う

こ
と
だ
け
が
そ

の
資
格
と
な
る
の
で
は
な
く
、
若
中
、
中
老
の
各
段
階
の
諸
役
を
沙
彌
行
と
い
い
、
こ
れ
を
勤
め
あ
げ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い

(
37
)

の
で
あ
る
。
西
座
記
録
の

「御
沙
彌
衆
」
も
長
老
と
中
老
の
中
間
に
位
置
す
る
者

の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば

「中
老
若
衆
江
寳
物
御
挨

拶
有
、
頭
人
相
伴
沙
彌
衆
よ
り
寳
物
戴
事
」
な
ど
と
あ
る
。
沙
彌
衆
を
經
て
、

一
和
尚
、

二
和
尚
な
ど
と
稱
さ
れ
る
オ
ト
ナ
衆

へ
進
ん

だ

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
沙
彌
と
は
ま
さ
し
く
聖
に
他
な
ら
な
い
。
中
世
祚
枇
資
料
で
も

「時
聖
人
」
に
村
人
暦
の
も
の
が
見
ら
れ
た

申
世
の
肚
頭
聖
に
つ
い
て

一
〇
三



一
〇
四

こ

と

が
想

起

さ

れ

る
。

ま

た

こ
れ

は
今

の

と

こ
ろ

推

測

の
域

を

出

な

い
が

、

紳

瓧

に
傳

承

さ

れ

る
藝

能

、

た

と
え

ば

念

佛

踊

な

ど

に

比

丘

人

と
か
新

發

意

と

云

わ

れ

る
僣

躰

の
踊
手

が
加

わ

つ

て

い
る
例

が
多

い

が
、

こ

の
僣

躰

の
藝

能

者

も

、

か

つ
て

の
中

世

の
宮

聖

の
殘

留

形

態

で

は

な

か

ろ

う

か
。

以

上

近

江

の
神

祗

資
料

に
よ

つ

て
、

中

世

、

特

に
郷

村

制

成

立

期

の
村

落

小

瓧

の
秕

頭

聖

に

つ

い

て
み

て
き

た

が
、

瓧

頭

聖

の
樣

態

を

も

つ

と
明

ら

か

に
し

、

そ

の
史

的

意

義

を

把

握

す

る

に

は
、

地

域

的

に

は
近

江

以

外

の
事

例

を

多

く

集

め
、

時

代

的

に

は
室

町
時

代

以

前

に

さ

か

の
ぼ

つ

て
、

祗

頭

聖

と

い
わ

れ

て
き

た
者

に

つ

い

て
も

考
察

を

擴

げ

て

い
か

ね

ぼ

な

ら

な

い
。

本

稿

で
は
時

代

的

に

も

地

域

的

に
も

か

な

り

限
定

し

た

考
察

に
終

つ
た

が
、

こ
れ

ら

不

備

の
點

に

つ

い

て

は
後

日

を

俟

つ

こ

と
に

し

て
、

今

は

た

だ
中

世

村

落

小

瓧

に
お

け

る

瓧

頭

聖

の
様

態

に

つ

い

て
を

多

少

と
も

追

究

し

た

こ

と
を

以

て
筆

を

擱

く

こ

と
に

し

た

い
。

註
(1
)

肥
後
和
男
著

「
近
江

に
於
け

る
宮
座
の
研
究
」

二
五

一
頁

(2
)

大
島
奥
津
島

神
瓧
文
書

「
當
庄
夏
衆
人

々
」

(寛
正
四
年

九
月

二
十

七
日
)

(3
)

大
寶
榊
瓧
文
書

「
定

近
江
國
栗
太
郡
綣
村
大
寳
天
王
卯
月
祭
禮
當
所
之
下
行
米
事
」

(
明
應
癸

丑
年
九
月
廿
五
日
書
之
)

(4
)

大
島
奥
津
島

祚
祉
文
書

「
寄
進
田
地
事
」

(應
永
十
四
年
九
月
廿

七
日
)
、

「
き
志

し
申
や
く
し
堂
口

田
地
事

(應
永
十
七
年
正
月
廿

二
日
)、

「
寄
進
、
奥
島
庄
涌
出
瓧
如
法
經
料
田
之
事
」

(應
永
三
十

二
年
三
月
三

日
)
、

「
寄
進
申
う
ち
は
き

一
所
」

(永
享

八
年
卯
月
八
日
)
、

「
寄

進
涌
出
若
宮

如
法
經

田
事
」

(
永
享
八
年

八
月

一
日
)

.

(5
)

國
中
神
肚

々
蔵
板
書

「
江
州
甲
賀
郡
洒
人
郷
國
申
宮
十
七
講
米
掟
事
」

(應
仁
元
年

七
月

一
日
)

(6
)

文
安
元
年
九
月

の
大
島
神
肚
神
鐘

の
阿
彌
陀
寺
分

の
勸
進
帳

に
は
、
定
泉
坊
、
大
定
泉
坊
、

中
學
坊
、
本
願
院
、

定
智
房
、
東
林
坊
、
定
密
、

圓
得
法
橋
、
覺
蔵
、
教
學
、
宝
厳
、
定
眼
、
月
性
等

の
連
名
が
あ
る
。
奥
島
と
北
津
田
に
亘

る
山
腹

に
、
東

谷
、

西

谷
な
ど

と
あ

つ
て
坊
舎

が



つ
ら
な
つ
て
い
た
。

(7
)

大
島
奥
津
島
祚
瓧
文
書

「
定
佛
陀
寄
進
辨
譲
状
置
文
事
」

(貞
和
三
年

六
月
廿

八
日
)

(8
)

註

(1
)
參
照

(9
)

大
島
奥
津
島
神
杜
文
書

「
き
進
申
畠
地
事
」

(
延
文
四
年

七
月

二
十
八
日
)

(10
)

同
淋
瓧
文
書

「
奉
寄
進

如
法
道
場
田
畠
家
屋
敷
等
之
事
」

(應
永
九
年

二
月

九
日
)

「
定
置

如
法
經
道
場
聖
職
之
事
」

(應

永
十
二
年
四

月
廿

五
日
)

(11
)

同
祚
瓧
文
書

「
寄
進
田
地
事
」

(應
永
十
四
年
九
月
廿

七
日
)

(12
)

同
神
祗
文
書

「
寄
進
申

菜
畠
事
」

(應
永
卅

二
年
十
月
十

七
日
)

(13
)

同
祗
神
文
書

「
寄
進
、
奥
島
庄
涌
出
瓧
如
法
經
料
田
之
事
」

(應
永
三
十

二
年
三
月

三
日
)

(14
)

同
神
瓧
文
書

「
奉
寄
進
涌
出
若
宮
解
衆
解
米
之
事
」

(應
永
十
八
年
三
月
六
日
)

(15
)

同
神
肚
文
書

「
奉
寄
進
ほ
り
ま
ち

の
藺

田
事
」

(16
)

同
神
祗
文
書

「
き
志
し
申
や
く
し
堂
口
田
地
事
」

(應

永
十
七
年
正
月
廿

ご
日
)

(17
)

同
祕
肚
文
書

「
寄
進
島
若
宮
如

法
經
料

田
事
」

(
應
永
廿

四
年

四
月
六
日
)

同

「
寄
進
若
宮
殿
如
法
經
白
田
事
」

(應
永
三
十
年
十

一
月

一
日
)

同

「
寄
進
奥
島
庄
涌
出
瓧
如
法
經
料
田
之
事
」

(應
永
卅

二
年
三
月
三
日
)

同

「
寄
進
若
宮

構
現
如
法
經

田
事
」

(永
享

二
年
五
月

六
日
)

同

「
寄
進
涌
出
若
宮
如
法
經

田
事
」

(永
享
八
年
八
月

一
日
)

同

「
寄

進
奥
嶋
庄
涌
出
若
宮
如
法
經
因
事
」

(享
保
二
年

十
二
月
十
九
日
)

(18
)

日
吉
神
祗
文
書

「
定
今
堀
地
下
掟
之
事
」

(
廷
徳
元
年
十

一
月

四
日
)

(19
)

同
神
祗
文
書

「
四
郷
定
條
目
之
事
」

(
不
明
)

(20
)

同
祚
肚
文
書

「
定
條

々
掟
之
事
」

(
永
正

十
七
年
十

二
月
廿

六
日
)

(21
)

一
例
を
あ
げ

る
と
、
筒
井
八
幡
神
祗

(愛
知
郡
東
小
椋

村
蛭

谷
)
祗
蔵
大
般
若
經
巻
第

二
百

四
十
二
奥
書

に

「
近
江
國
犬
上
西
大
與
度
御
庄
於
二

松
宮
菴
室
一
正
申
第

二
乙
丑
九
月
廿

一
日
口
寫
畢
、

右
志
者
爲
二
過
去
非
母
聖
靈

一書
」

と
あ
る
。

申
世

の
瓧
頭
聖
に

つ
い
て

一
〇
五



一
〇
六

(22
)

日
吉
祚
耐
文
書

「
十
羅
刹
奉
加
帳
」

(23
)

大
島
奥
津
島
瀞
瓧
文
書

「
寄

進
奥
島
庄
涌
出
祗
如
法
經
料
田
之
事
」

(應
永
卅

二
年
三
月

三
日
)

(24
)

同
神
祗
文
書

「
若
宮
如
法
經

田
事
」

(享
徳

二
年
十

二
月
十
九
日
)

(25
)

同
祚
瓧
文
書

「
寄
進
島
若
宮
如

法
經
料

田
事
」

(
應
永
廿

四
年
卯
月
六
日
)

(26
)

改
訂
近
江
國
坂

田
郡
志
第
七
巻
、

四

二
九
頁
以
下

(29
)

栗
田
郡
志
巻

四
、
三

二
二
頁

(30
)

蒲
生
郡
志
巻

六
、

二
九

二
頁

(31
)

同
右
書
、

三
三
四
頁

(32
)

肥
後
和
男
前

掲
書

一
八

一
頁

(33
)

栗
太
郡
志
巻
四
、
三
八
五
～
三
八
六
頁

(34
)

萩
原
龍
夫
氏
著

「
中
世
祭
祀
組
織

の
研
究
」

四
三

一
頁

(35
)

肥
後
和
男
前

掲
書

三
〇

七
頁
以
下

(36
)

同
右
書

一
五
七
頁

(37
)

拙
稿

「
湖
西
の
六
齋
念
佛
」

(日
本
民
俗
學

二
七
)


